
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
十
九
号

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
第
三
条
、

第
四
条
第
二
項
、
第
四
条
の
二
第
二
項
、
第
四
条
の
三
第
二
項
及
び
第
四
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
央
管

理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
等
の
維
持
管
理
及
び
清
掃
等
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
昭
和
五
十
七
年
厚
生
省
告
示
第
百
九

十
四
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

坂
口

力

空
気
調
和
設
備
等
の
維
持
管
理
及
び
清
掃
等
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一

空
気
調
和
設
備
及
び
機
械
換
気
設
備
の
維
持
管
理
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
従
い
行
う
も
の
と
す
る
。

一

空
気
調
和
設
備
の
維
持
管
理

１

空
気
清
浄
装
置
に
つ
い
て
、
ろ
材
又
は
集
じ
ん
部
の
汚
れ
の
状
況
及
び
ろ
材
の
前
後
の
気
圧
差
等
を
定
期
に

点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
ろ
材
又
は
集
じ
ん
部
の
性
能
検
査
、
ろ
材
の
取
替
え
等
を
行
う
こ
と
。

２

冷
却
加
熱
装
置
に
つ
い
て
、
運
転
期
間
開
始
時
及
び
運
転
期
間
中
の
適
宜
の
時
期
に
、
コ
イ
ル
表
面
の
汚
れ

の
状
況
等
を
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
コ
イ
ル
の
洗
浄
又
は
取
替
え
を
行
う
こ
と
。

３

加
湿
減
湿
装
置
に
つ
い
て
、
運
転
期
間
開
始
時
及
び
運
転
期
間
中
の
適
宜
の
時
期
に
、
コ
イ
ル
表
面
、
エ
リ

ミ
ネ
ー
タ
等
の
汚
れ
、
損
傷
等
及
び
ス
プ
レ
ー
ノ
ズ
ル
の
閉
塞
の
状
況
を
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
洗
浄
、
補

へ
い
そ
く



修
等
を
行
う
こ
と
。

４

ダ
ク
ト
に
つ
い
て
、
定
期
に
吹
出
口
周
辺
及
び
吸
込
口
周
辺
を
清
掃
し
、
必
要
に
応
じ
、
補
修
等
を
行
う
こ

と
。

５

送
風
機
及
び
排
風
機
に
つ
い
て
、
定
期
に
送
風
量
又
は
排
風
量
の
測
定
及
び
作
動
状
況
を
点
検
す
る
こ
と
。

６

冷
却
塔
に
つ
い
て
、
集
水
槽
、
散
水
装
置
、
充
て
ん
材
、
エ
リ
ミ
ネ
ー
タ
等
の
汚
れ
、
損
傷
等
並
び
に
ボ
ー

ル
タ
ッ
プ
及
び
送
風
機
の
作
動
状
況
を
定
期
に
点
検
す
る
こ
と
。

７

自
動
制
御
装
置
に
つ
い
て
、
隔
測
温
湿
度
計
の
検
出
部
の
障
害
の
有
無
を
定
期
に
点
検
す
る
こ
と
。

二

機
械
換
気
設
備
の
維
持
管
理

一
の
１
、
一
の
４
及
び
一
の
５
の
規
定
に
従
い
行
う
こ
と
。

第
二

飲
料
水
に
関
す
る
設
備
の
維
持
管
理
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
従
い
行
う
も
の
と
す
る
。

一

貯
水
槽
（
貯
湯
槽
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
等
飲
料
水
に
関
す
る
設
備
の
維
持
管
理

１

貯
水
槽
の
清
掃

受
水
槽
の
清
掃
を
行
っ
た
後
、
高
置
水
槽
、
圧
力
水
槽
等
の
清
掃
を
行
う
こ
と
。

（一）

貯
水
槽
内
の
沈
で
ん
物
質
及
び
浮
遊
物
質
並
び
に
壁
面
等
に
付
着
し
た
物
質
を
洗
浄
等
に
よ
り
除
去
し
、

（二）
洗
浄
を
行
っ
た
場
合
は
、
用
い
た
水
を
完
全
に
排
除
す
る
と
と
も
に
、
貯
水
槽
周
辺
の
清
掃
を
行
う
こ
と
。

貯
水
槽
の
清
掃
終
了
後
、
塩
素
剤
を
用
い
て
二
回
以
上
貯
水
槽
内
の
消
毒
を
行
い
、
消
毒
終
了
後
は
、
消

（三）



毒
に
用
い
た
塩
素
剤
を
完
全
に
排
除
す
る
と
と
も
に
、
貯
水
槽
内
に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
。

貯
水
槽
の
水
張
り
終
了
後
、
給
水
栓
及
び
貯
水
槽
内
に
お
け
る
水
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

（四）
事
項
に
つ
い
て
検
査
を
行
い
、
当
該
各
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
は
、
そ
の
原
因
を
調
査
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一

残
留
塩
素
の
含
有

遊
離
残
留
塩
素
の
場
合
は
百
万
分
の
〇
・
二
以
上
。
結
合
残
留
塩
素
の
場
合
は

率

百
万
分
の
一
・
五
以
上
。

二

色
度

五
度
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三

濁
度

二
度
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四

臭
気

異
常
で
な
い
こ
と
。

五

味

異
常
で
な
い
こ
と
。

清
掃
に
よ
っ
て
生
じ
た
汚
泥
等
の
廃
棄
物
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五

（五）
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
、
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
等
（
以
下
「
関
係
法
令
」
と

い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。

２

貯
水
槽
等
飲
料
水
に
関
す
る
設
備
の
点
検
及
び
補
修
等

貯
水
槽
の
内
面
の
損
傷
、
劣
化
等
の
状
況
を
定
期
に
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
被
覆
そ
の
他
の
補
修
等
を

（一）
行
う
こ
と
。



塗
料
又
は
充
て
ん
剤
に
よ
り
被
覆
等
の
補
修
を
行
う
場
合
は
、
塗
料
又
は
充
て
ん
剤
を
十
分
乾
燥
さ
せ
た

（二）
後
、
水
洗
い
及
び
消
毒
を
行
う
こ
と
と
し
、
貯
水
槽
の
水
張
り
終
了
後
、
１
の

と
同
様
の
措
置
を
講
ず
る

（四）

こ
と
。

貯
水
槽
の
水
漏
れ
並
び
に
外
壁
の
損
傷
、
さ
び
及
び
腐
食
の
有
無
並
び
に
マ
ン
ホ
ー
ル
の
密
閉
状
態
を
定

（三）
期
に
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
補
修
等
を
行
う
こ
と
。

水
抜
管
及
び
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
管
の
排
水
口
空
間
並
び
に
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
管
及
び
通
気
管
に
取
り
付
け

（四）
ら
れ
た
防
虫
網
を
定
期
に
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
補
修
等
を
行
う
こ
と
。

ボ
ー
ル
タ
ッ
プ
、
フ
ロ
ー
ト
ス
イ
ッ
チ
又
は
電
極
式
制
御
装
置
、
満
減
水
警
報
装
置
、
フ
ー
ト
弁
及
び
塩

（五）
素
滅
菌
器
の
機
能
等
を
定
期
に
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
補
修
等
を
行
う
こ
と
。

給
水
ポ
ン
プ
の
揚
水
量
及
び
作
動
状
況
を
定
期
に
点
検
す
る
こ
と
。

（六）

貯
湯
槽
に
つ
い
て
、
循
環
ポ
ン
プ
に
よ
る
貯
湯
槽
内
の
水
の
撹
拌
及
び
貯
湯
槽
底
部
の
滞
留
水
の
排
出
を

か
く
は
ん

（七）
定
期
に
行
い
、
貯
湯
槽
内
の
水
の
温
度
を
均
一
に
維
持
す
る
こ
と
。

二

飲
料
水
系
統
配
管
の
維
持
管
理

１

管
の
損
傷
、
さ
び
、
腐
食
及
び
水
漏
れ
の
有
無
を
定
期
に
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
補
修
等
を
行
う
こ
と
。

２

衛
生
器
具
の
吐
水
口
空
間
の
保
持
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
逆
サ
イ
ホ
ン
作
用
に
よ
る
汚
水
等
の
逆

流
又
は
吸
入
の
お
そ
れ
の
有
無
を
定
期
に
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。



３

管
洗
浄
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
行
う
こ
と
。

管
洗
浄
を
行
う
場
合
は
、
洗
浄
に
用
い
た
水
、
砂
等
を
完
全
に
排
除
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
関
係
法
令
の

（一）
規
定
に
基
づ
き
、
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。

管
洗
浄
の
終
了
後
、
給
水
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
一
の
１
の

と
同
様
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（二）

（四）

４

防
錆
剤
の
使
用
は
、
赤
水
等
の
対
策
と
し
て
飲
料
水
系
統
配
管
の
布
設
替
え
等
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
応
急
対

せ
い

策
と
し
、
使
用
す
る
場
合
は
、
適
切
な
品
質
規
格
及
び
使
用
方
法
等
に
基
づ
き
行
う
こ
と
。

第
三

雑
用
水
に
関
す
る
設
備
の
維
持
管
理
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
従
い
行
う
も
の
と
す
る
。

一

雑
用
水
槽
等
雑
用
水
に
関
す
る
設
備
の
維
持
管
理

１

雑
用
水
槽
の
清
掃

雑
用
水
槽
の
清
掃
は
、
雑
用
水
槽
の
容
量
及
び
材
質
並
び
に
雑
用
水
の
水
源
の
種
別
等
に
応
じ
、
適
切
な

（一）
方
法
に
よ
り
、
定
期
に
行
う
こ
と
。

雑
用
水
槽
内
の
沈
で
ん
物
質
及
び
浮
遊
物
質
並
び
に
壁
面
等
に
付
着
し
た
物
質
を
洗
浄
等
に
よ
り
除
去
し
、

（二）
洗
浄
を
行
っ
た
場
合
は
、
用
い
た
水
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
。

清
掃
に
よ
っ
て
生
じ
た
汚
泥
等
の
廃
棄
物
は
、
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。

（三）
２

雑
用
水
槽
等
雑
用
水
に
関
す
る
設
備
の
点
検
及
び
補
修
等

雑
用
水
槽
の
内
面
の
損
傷
、
劣
化
等
の
状
況
を
定
期
に
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
被
覆
そ
の
他
の
補
修
等

（一）



を
行
う
こ
と
。

雑
用
水
槽
の
水
漏
れ
並
び
に
外
壁
の
損
傷
、
さ
び
及
び
腐
食
の
有
無
並
び
に
マ
ン
ホ
ー
ル
の
密
閉
状
態
を

（二）
定
期
に
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
補
修
等
を
行
う
こ
と
。

水
抜
管
及
び
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
管
の
排
水
口
空
間
並
び
に
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
管
及
び
通
気
管
に
取
り
付
け

（三）
ら
れ
た
防
虫
網
を
定
期
に
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
補
修
等
を
行
う
こ
と
。

ボ
ー
ル
タ
ッ
プ
、
フ
ロ
ー
ト
ス
イ
ッ
チ
又
は
電
極
式
制
御
装
置
、
満
減
水
警
報
装
置
、
フ
ー
ト
弁
及
び
塩

（四）
素
滅
菌
器
の
機
能
等
を
定
期
に
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
補
修
等
を
行
う
こ
と
。

給
水
ポ
ン
プ
の
揚
水
量
及
び
作
動
状
況
を
定
期
に
点
検
す
る
こ
と
。

（五）

二

雑
用
水
系
統
配
管
等
の
維
持
管
理

１

管
及
び
バ
ル
ブ
の
損
傷
、
さ
び
、
腐
食
、
ス
ラ
イ
ム
又
は
ス
ケ
ー
ル
の
付
着
及
び
水
漏
れ
の
有
無
を
定
期
に

点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
補
修
等
を
行
う
こ
と
。

２

衛
生
器
具
の
吐
水
口
空
間
の
保
持
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
逆
サ
イ
ホ
ン
作
用
に
よ
る
汚
水
等
の
逆

流
又
は
吸
入
の
お
そ
れ
の
有
無
を
定
期
に
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

３

管
洗
浄
を
行
う
場
合
は
、
洗
浄
に
用
い
た
水
、
砂
等
を
完
全
に
排
除
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
関
係
法
令
の
規

定
に
基
づ
き
、
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。

第
四

排
水
に
関
す
る
設
備
の
維
持
管
理
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
従
い
行
う
も
の
と
す
る
。



一

排
水
に
関
す
る
設
備
の
清
掃

１

排
水
槽
内
の
汚
水
及
び
残
留
物
質
を
排
除
す
る
こ
と
。

２

流
入
管
、
排
水
ポ
ン
プ
等
に
つ
い
て
、
付
着
し
た
物
質
を
除
去
す
る
こ
と
。

３

排
水
管
、
通
気
管
及
び
阻
集
器
に
つ
い
て
、
内
部
の
異
物
を
除
去
し
、
必
要
に
応
じ
、
消
毒
等
を
行
う
こ
と
。

４

清
掃
に
よ
っ
て
生
じ
た
汚
泥
等
の
廃
棄
物
は
、
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。

二

排
水
に
関
す
る
設
備
の
点
検
及
び
補
修
等

１

ト
ラ
ッ
プ
に
つ
い
て
、
封
水
深
が
適
切
に
保
た
れ
て
い
る
こ
と
を
定
期
に
確
認
す
る
こ
と
。

２

排
水
管
及
び
通
気
管
に
つ
い
て
、
損
傷
、
さ
び
、
腐
食
、
詰
ま
り
及
び
漏
れ
の
有
無
を
定
期
に
点
検
し
、
必

要
に
応
じ
、
補
修
等
を
行
う
こ
と
。

３

排
水
槽
及
び
阻
集
器
に
つ
い
て
、
浮
遊
物
質
及
び
沈
殿
物
質
の
状
況
、
壁
面
等
の
損
傷
又
は
き
裂
、
さ
び
の

発
生
の
状
況
及
び
漏
水
の
有
無
を
定
期
に
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
補
修
等
を
行
う
こ
と
。

４

フ
ロ
ー
ト
ス
イ
ッ
チ
又
は
電
極
式
制
御
装
置
、
満
減
水
警
報
装
置
、
フ
ー
ト
弁
及
び
排
水
ポ
ン
プ
の
機
能
等

を
定
期
に
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
補
修
等
を
行
う
こ
と
。

第
五

清
掃
並
び
に
清
掃
用
機
械
器
具
等
及
び
廃
棄
物
の
処
理
設
備
の
維
持
管
理
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
従
い
行
う

も
の
と
す
る
。

一

清
掃



１

床
面
の
清
掃
に
つ
い
て
、
日
常
に
お
け
る
除
じ
ん
作
業
の
ほ
か
、
床
維
持
剤
の
塗
布
の
状
況
を
点
検
し
、
必

要
に
応
じ
、
再
塗
布
等
を
行
う
こ
と
。

２

カ
ー
ペ
ッ
ト
類
の
清
掃
に
つ
い
て
、
日
常
に
お
け
る
除
じ
ん
作
業
の
ほ
か
、
汚
れ
の
状
況
を
点
検
し
、
必
要

に
応
じ
、
シ
ャ
ン
プ
ー
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
、
し
み
抜
き
等
を
行
う
こ
と
。
洗
剤
を
使
用
し
た
時
は
、
洗
剤
分
が
カ

ー
ペ
ッ
ト
類
に
残
留
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

３

日
常
的
に
清
掃
を
行
わ
な
い
箇
所
の
清
掃
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
汚
れ
の
状
況
を
点

検
し
、
必
要
に
応
じ
、
除
じ
ん
、
洗
浄
等
を
行
う
こ
と
。

４

建
築
物
内
で
発
生
す
る
廃
棄
物
の
分
別
、
収
集
、
運
搬
及
び
貯
留
に
つ
い
て
、
衛
生
的
か
つ
効
率
的
な
方
法

に
よ
り
速
や
か
に
処
理
す
る
こ
と
。

二

清
掃
用
機
械
器
具
等
清
掃
に
関
す
る
設
備
の
点
検
及
び
補
修
等

１

真
空
掃
除
機
、
床
み
が
き
機
そ
の
他
の
清
掃
用
機
械
及
び
ほ
う
き
、
モ
ッ
プ
そ
の
他
の
清
掃
用
器
具
並
び
に

こ
れ
ら
機
械
器
具
の
保
管
庫
に
つ
い
て
、
定
期
に
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
整
備
、
取
替
え
等
を
行
う
こ
と
。

２

廃
棄
物
の
収
集
・
運
搬
設
備
、
貯
留
設
備
そ
の
他
の
処
理
設
備
に
つ
い
て
、
定
期
に
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、

補
修
、
消
毒
等
を
行
う
こ
と
。

第
六

ね
ず
み
等
の
防
除
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
従
い
行
う
も
の
と
す
る
。

一

ね
ず
み
等
の
発
生
場
所
、
生
息
場
所
及
び
侵
入
経
路
並
び
に
こ
れ
ら
に
よ
る
被
害
の
状
況
を
調
査
し
、
当
該
調



査
の
結
果
に
基
づ
き
、
建
築
物
全
体
に
つ
い
て
効
果
的
な
作
業
計
画
を
策
定
し
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
防
除
作

業
を
行
う
こ
と
。

二

食
料
を
取
扱
う
区
域
並
び
に
排
水
槽
、
阻
集
器
及
び
廃
棄
物
の
保
管
設
備
の
周
辺
等
特
に
ね
ず
み
等
が
発
生
し

や
す
い
箇
所
に
つ
い
て
、
二
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
そ
の
生
息
状
況
等
を
調
査
し
、
必
要
に
応
じ
、
発
生
を
防
止

す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

防
そ
防
虫
網
そ
の
他
の
防
そ
防
虫
設
備
の
機
能
を
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
補
修
等
を
行
う
ほ
か
、
ね
ず
み
等

の
侵
入
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

殺
そ
剤
又
は
殺
虫
剤
を
用
い
る
場
合
は
、
使
用
及
び
管
理
を
適
切
に
行
い
、
こ
れ
ら
に
よ
る
作
業
者
並
び
に
建

築
物
の
使
用
者
及
び
利
用
者
の
事
故
の
防
止
に
努
め
る
こ
と
。

五

ね
ず
み
等
の
防
除
作
業
終
了
後
は
、
必
要
に
応
じ
、
強
制
換
気
や
清
掃
等
を
行
う
こ
と
。


